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萱料ぢら 灘Mi鵜
保育業務の総合的な見直しに伴う拡大事務折衝の確認事項

小金井市長稲葉孝彦と小金井市職員組合執行委員長八方浩之は、保育業務の

総合的な見直しに伴う拡大事務折衝の職場協議にあたり、下記のとおり確認事

項を作成しＹそれぞれ記名押印のうえ、各自１通を保有するものとする。

平成２６年（２０１４年）１１月１８日

記

小金井市長稲葉孝

小金井市職員組合

執行委員長八方 r-r,ﾄー

１協議期間の変更

平成２５年７月８日の提案文書の協議期間のスケジュールの終期について

は、課題解決に向け丁寧に協議を進めるために、平成２９年３月末まで延長

する。

２協議職場

保育園職場

３この確認事項に疑義が生じた場合、労使双方が誠意をもって別途協議する

ものとする。


